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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の内容物が充填される複数のポケット部を有するとともに、帯状をなす透明又は半
透明の容器フィルムに対し、前記ポケット部の開口を塞ぐようにして帯状をなす不透明の
カバーフィルムが取着されたＰＴＰフィルムをシート単位に打抜いて得られるＰＴＰシー
トの製造の際に用いられる検査装置であって、
　前記ＰＴＰフィルムにおける所定の検査領域に対し、前記カバーフィルム側から光を照
射する照明手段と、
　前記ＰＴＰフィルムを介して前記照明手段とは反対側に設けられるとともに、前記照明
手段により光の照射された前記ＰＴＰフィルムを撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段から出力される画像信号を処理する画像処理手段とを備え、
　前記画像処理手段は、前記画像信号から得た画像データに基づき、前記検査領域におけ
る前記カバーフィルムの破損を検出可能に構成されていることを特徴とする検査装置。
【請求項２】
　前記ＰＴＰフィルムの前記ポケット部側に対し光を照射するポケット部側照明手段と、
　前記ＰＴＰフィルムのうち、前記ポケット部側照明手段によって光の照射された部位を
撮像する反射光撮像手段と、
　前記反射光撮像手段により得られた撮像データに基づいて、前記ＰＴＰフィルムのうち
、１の前記ＰＴＰシートを得る際に打抜かれることとなる部位に対応するシート対応部位
を特定するシート対応部位特定手段とを備え、
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　前記検査領域には、前記シート対応部位が少なくとも１つ存在するように設定され、
　前記画像処理手段は、前記シート対応部位における前記カバーフィルムの前記破損の有
無を特定可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載の検査装置。
【請求項３】
　前記撮像手段と前記反射光撮像手段とは、共通のカメラにより構成され、
　前記撮像手段による撮像に際しては、前記ポケット部側照明手段による光の照射を禁止
することを特徴とする請求項２に記載の検査装置。
【請求項４】
　前記照明手段による光の照射に伴い、前記照明手段からの光を導光し、前記撮像手段に
よる撮像される部位のうち所定箇所を前記照明手段の発光状態に応じた発光状態で発光さ
せる導光手段と、
　前記画像信号から得られた画像データにおける前記所定箇所の発光状態に基づき、前記
照明手段における異常を検出する照明異常検出手段とを備えることを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の検査装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の検査装置を備えるＰＴＰ包装機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カバーフィルムにおける破損を検査するための検査装置及び検査装置を有す
るＰＴＰ包装機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＴＰシートは、錠剤等の内容物が充填されるポケット部を有する容器フィルムと、容
器フィルムに対しポケット部の開口側を密封するように取着されるカバーフィルムとから
構成される。一般に容器フィルムは透明な樹脂等によって形成され、カバーフィルムはア
ルミニウム等の金属箔等で形成される。また、ＰＴＰシートは、容器フィルムにカバーフ
ィルムを取着することで帯状のＰＴＰフィルムを得る取着手段や、ＰＴＰフィルムをシー
ト単位に打抜くことでＰＴＰシートを得るシート打抜手段などを有するＰＴＰ包装機によ
って製造される。
【０００３】
　取着手段としては、一般に、フィルム受けロールとシールロール（加熱ロール）とを備
え、両ロール間を両フィルムが加熱圧接状態で通過することにより、容器フィルムに対し
カバーフィルムを取着するものが知られている。また、シール性の向上を図るべく、シー
ルロールの外周に、外側に突出する格子状の凸条部を設けることがある。凸条部を設ける
ことにより、シール時には、容器フィルムに対しカバーフィルムを比較的強く圧接させる
ことができる。
【０００４】
　ところで、シール時において前記凸条部及びフィルム受けローラによってカバーフィル
ムが強く挟み込まれてしまう等の要因により、ごく稀にではあるが、カバーフィルムに亀
裂や破断等の破損が生じてしまうおそれがある。
【０００５】
　そこで、前記破損の有無を検査するための外観検査装置を設けることが考えられる。外
観検査装置としては、ＰＴＰフィルムのポケット部側へと光を照射する照明手段と、ＰＴ
Ｐフィルムのうち前記照明手段により光の照射された部位を撮像する撮像手段とを備え、
撮像手段により得られた画像データ、つまり、ＰＴＰフィルムからの反射光に基づいて外
観異常を検査するものが知られている（例えば、特許文献１等参照）。そして、当該外観
検査装置を利用して、カバーフィルムの破損を検査することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００６－８４２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記亀裂等の破損が、非常に細く、微小な場合がある。このような場合
、ＰＴＰフィルム（カバーフィルム）に光を照射し、その反射光によって破損の有無を検
出しようとしても、反射光において破損の存在による差異がほとんど生じないおそれがあ
る。さらに、ポケット部側から光を照射すると、図１２に示すように、照明手段１５２か
らの光がポケット部１０２や内容物１０５によって遮断・拡散されてしまい、カバーフィ
ルム１０４に照射される光にムラが生じてしまうおそれがある。加えて、ポケット部側か
ら光を照射する構成では、ポケット部の存在を考慮して、照明手段とカバーフィルムとの
間隔を比較的大きくする必要があり、カバーフィルムへと照射される光の強度が低くなっ
てしまうおそれがある。これらの理由により、上述した外観検査装置では、カバーフィル
ムにおける破損を精度よく検出することができないおそれがある。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、カバーフィルムにおけ
る亀裂や破断等の破損を精度よく検出することができる検査装置及びＰＴＰ包装機を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、上記目的を解決するのに適した各手段につき、項分けして説明する。なお、必要
に応じて対応する手段に特有の作用効果を付記する。
【００１０】
　手段１．所定の内容物が充填される複数のポケット部を有するとともに、帯状をなす透
明又は半透明の容器フィルムに対し、前記ポケット部の開口を塞ぐようにして帯状をなす
不透明のカバーフィルムが取着されたＰＴＰフィルムをシート単位に打抜いて得られるＰ
ＴＰシートの製造の際に用いられる検査装置であって、
　前記ＰＴＰフィルムにおける所定の検査領域に対し、前記カバーフィルム側から光を照
射する照明手段と、
　前記ＰＴＰフィルムを介して前記照明手段とは反対側に設けられるとともに、前記照明
手段により光の照射された前記ＰＴＰフィルムを撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段から出力される画像信号を処理する画像処理手段とを備え、
　前記画像処理手段は、前記画像信号から得た画像データに基づき、前記検査領域におけ
る前記カバーフィルムの破損を検出可能に構成されていることを特徴とする検査装置。
【００１１】
　尚、「透明」及び「半透明」とあるのは、透光性を有するフィルムの材質を示す表現で
あり、色彩の有無とは無関係である。従って、「透明」又は「半透明」のフィルムには、
例えば「無色透明」又は「無色半透明」のフィルムは勿論のこと、「有色透明」又は「有
色半透明」のフィルムも含まれる。
【００１２】
　上記手段１によれば、ＰＴＰシートを透過する光（より具体的には、透過光の程度や透
過光の有無等）に基づいて、カバーフィルムにおける亀裂等の破損が検査される。従って
、反射光を利用する場合と比べて、撮像手段により得られた画像データには、破損の有無
に伴う相違が生じやすくなる。その結果、カバーフィルムにおける破損を精度よく検出す
ることができる。
【００１３】
　さらに、上記手段１によれば、ＰＴＰフィルムに対し、ポケット部の形成された容器フ
ィルム側ではなく、一般に平坦状に形成されるカバーフィルム側へと光が照射されるよう
に構成されている。従って、ポケット部や内容物による照射光の遮断や拡散が生じること
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はなく、カバーフィルムへとムラのない均一な光を照射することができる。加えて、照明
手段をカバーフィルムへと極力接近させることができるため、カバーフィルムに対しより
強い光を照射することができる。これらが相俟って、カバーフィルムの破損が微小なもの
であっても、破損部位を介して撮像手段へと光が至りやすくなる。その結果、カバーフィ
ルムにおける破損の検査精度を飛躍的に向上させることができる。
【００１４】
　特に本手段１では、従来困難であったシール目〔シールロールの凸条部により形成され
る格子状（網目状）の線〕に沿った極めて微細な亀裂等についても検出することが可能と
なる。
【００１５】
　手段２．前記ＰＴＰフィルムの前記ポケット部側に対し光を照射するポケット部側照明
手段と、
　前記ＰＴＰフィルムのうち、前記ポケット部側照明手段によって光の照射された部位を
撮像する反射光撮像手段と、
　前記反射光撮像手段により得られた撮像データに基づいて、前記ＰＴＰフィルムのうち
、１の前記ＰＴＰシートを得る際に打抜かれることとなる部位に対応するシート対応部位
を特定するシート対応部位特定手段とを備え、
　前記検査領域には、前記シート対応部位が少なくとも１つ存在するように設定され、
　前記画像処理手段は、前記シート対応部位における前記カバーフィルムの前記破損の有
無を特定可能に構成されていることを特徴とする手段１に記載の検査装置。
【００１６】
　上記手段２によれば、ＰＴＰフィルムにおいてＰＴＰシートとなる部位が特定されると
ともに、当該部位において、カバーフィルムに亀裂等が存在するか否かが特定される。そ
のため、特定結果を利用することで、最終的に得られたＰＴＰシートにおいて、カバーフ
ィルムに破損が存在するか否かを正確に把握することができる。その結果、カバーフィル
ムにおける破損が検出されたＰＴＰシートのみに対して適切な処理（例えば、不良シート
を回収する機構への排出等）を行うことができ、歩留まりや生産性の向上を図ることがで
きる。
【００１７】
　手段３．前記撮像手段と前記反射光撮像手段とは、共通のカメラにより構成され、
　前記撮像手段による撮像に際しては、前記ポケット部側照明手段による光の照射を禁止
することを特徴とする手段２に記載の検査装置。
【００１８】
　上記手段３によれば、撮像手段及び反射光撮像手段が共通のカメラにより構成されてい
るため、装置の簡素化や製造コストの増大抑制を図ることができる。
【００１９】
　さらに、上記手段３によれば、透過光を撮像する際には、ポケット部側照明手段からＰ
ＴＰフィルムに対する光の照射が禁止される。そのため、撮像手段により得られる画像デ
ータにおいて、破損の有無に伴う相違をより明確に生じさせることができる。その結果、
検査精度をより一層向上させることができる。
【００２０】
　手段４．前記照明手段による光の照射に伴い、前記照明手段からの光を導光し、前記撮
像手段による撮像される部位のうち所定箇所を前記照明手段の発光状態に応じた発光状態
で発光させる導光手段と、
　前記画像信号から得られた画像データにおける前記所定箇所の発光状態に基づき、前記
照明手段における異常を検出する照明異常検出手段とを備えることを特徴とする手段１乃
至３のいずれかに記載の検査装置。
【００２１】
　上記手段１等による破損の検出にあたっては、照明手段が正常に動作していることが必
要である。しかしながら、カバーフィルムに破損が存在していない場合、カバーフィルム
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は不透明であるため、照明手段が正常であっても異常であっても、撮像手段側にて観測さ
れる光の状態に違いが生じにくい。そのため、撮像手段側で捉えられた光の状態に基づき
、照明手段における異常の有無を検出することは難しい。そこで、例えば、照明手段側に
おいて照明手段の発光状態を定期的に観察することで、照明手段における異常の有無を検
出することが考えられる。
【００２２】
　しかし、この場合には、照明手段の異常を検出できたとしても、その検出前に、照明手
段において既に異常が生じている可能性がある。そのため、検査の信頼性を担保すること
ができないおそれがある。
【００２３】
　この点、上記手段４によれば、照明手段が正常であれば、画像データにおける所定箇所
が正常の発光状態となり、照明手段に異常があれば、前記所定箇所の発光に異常（例えば
、前記所定箇所が消灯していたり、所定箇所における光量が低下していたりすること等）
が生じることとなる。そのため、画像データに基づき、照明手段の発光状態を毎検査時に
把握することができる。これにより、照明手段における異常をより確実に、かつ、より早
期に検出することができ、検査の信頼性をより確実に担保することができる。
【００２４】
　さらに、カバーフィルムにおける破損の検査と合わせて、照明手段における異常検出を
行うことができるため、異常検出を効率よく行うことができる。
【００２５】
　手段５．手段１乃至４のいずれかに記載の検査装置を備えるＰＴＰ包装機。
【００２６】
　上記手段５のように、上記検査装置をＰＴＰ包装機に備えることで、ＰＴＰシートの製
造過程において不良品を効率的に除外できる等のメリットが生じる。
【００２７】
　尚、ＰＴＰ包装機は、帯状に搬送される容器フィルムに対しポケット部を形成するポケ
ット部形成手段と、前記ポケット部に対し内容物を充填する充填手段と、前記ポケット部
を塞ぐようにして前記容器フィルムに対し帯状のカバーフィルムを取着する取着手段と、
前記容器フィルムに前記カバーフィルムが取着された帯状のＰＴＰフィルムをＰＴＰシー
ト単位に打ち抜くシート打抜手段とを備える。また、ＰＴＰ包装機は、上記検査装置によ
って不良と判定されたＰＴＰシートを排出する排出手段を備える。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】（ａ）はＰＴＰシートを示す斜視図であり、（ｂ）はＰＴＰフィルムを示す斜視
図である。
【図２】ＰＴＰシートの部分拡大断面図である。
【図３】ＰＴＰ包装機の概略構成を示す模式図である。
【図４】検査装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】加熱ロールの構成を示す斜視模式図である。
【図６】照明装置の構成を示す部分拡大断面模式図である。
【図７】ＰＴＰフィルムの搬送方向に沿って検査装置を見た際における照明装置及びＰＴ
Ｐフィルムの位置関係などを示す模式図である。
【図８】カメラ側からＰＴＰフィルムを見た際におけるマスクや観測ポイントなどの配置
を示す模式図である。
【図９】検査装置により実行されるシート対応部位特定ルーチンを示すフローチャートで
ある。
【図１０】検査装置により実行される検査ルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、カバーフィルムに破損部位が存在するＰＴＰフィルムを検
査した際における光の透過態様などを示す断面模式図である。
【図１２】従来の反射光式の検査装置の概略構成を示す断面模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、一実施形態について図面を参照しつつ説明する。まず、ＰＴＰシートの構成に
ついて詳しく説明する。
【００３０】
　図１（ａ），（ｂ）及び図２に示すように、ＰＴＰシート１は、複数のポケット部２を
備えた容器フィルム３と、ポケット部２を塞ぐようにして容器フィルム３に取着されたカ
バーフィルム４とを有している。各ポケット部２には、内容物としての錠剤５が１つずつ
収容されている。
【００３１】
　本実施形態における容器フィルム３は、例えばＰＰ（ポリプロピレン）やＰＶＣ（ポリ
塩化ビニル）等の無色透明の熱可塑性樹脂材料によって形成されている。
【００３２】
　一方、カバーフィルム４は、例えばポリエステル樹脂等からなるシーラントが表面に塗
布された不透明材料（例えば、アルミニウム箔等）により構成されている。また、カバー
フィルム４には、平行四辺形の網目状をなすシール目（図示せず）が形成されている。
【００３３】
　ＰＴＰシート１〔図１（ａ）参照〕は、帯状の容器フィルム３及び帯状のカバーフィル
ム４から形成された帯状のＰＴＰフィルム６〔図１（ｂ）参照〕がシート状に打抜かれる
ことにより製造される。
【００３４】
　次に、上記ＰＴＰシート１を製造するＰＴＰ包装機１０の概略構成について図３を参照
して説明する。
【００３５】
　図３に示すように、ＰＴＰ包装機１０の最上流側では、帯状の容器フィルム３の原反が
ロール状に巻回されている。ロール状に巻回された容器フィルム３の引出し端側は、ガイ
ドロール１３に案内されている。容器フィルム３は、ガイドロール１３の下流側において
間欠送りロール１４に掛装されている。間欠送りロール１４は、間欠的に回転するモータ
に連結されており、容器フィルム３を間欠的に搬送する。
【００３６】
　ガイドロール１３と間欠送りロール１４との間には、容器フィルム３の搬送経路に沿っ
て、加熱装置１５及びポケット部形成装置１６が順に配設されている。そして、加熱装置
１５によって容器フィルム３が加熱されて該容器フィルム３が比較的柔軟になった状態に
おいて、ポケット部形成装置１６によって容器フィルム３の所定位置に複数のポケット部
２が成形される。加熱装置１５及びポケット部形成装置１６によって、本実施形態におけ
るポケット部形成手段が構成される。ポケット部２の形成は、間欠送りロール１４による
容器フィルム３の搬送動作間のインターバルの際に行われる。
【００３７】
　間欠送りロール１４から送り出された容器フィルム３は、テンションロール１８、ガイ
ドロール１９及びフィルム受けロール２０の順に掛装されている。フィルム受けロール２
０は、一定回転するモータに連結されているため、容器フィルム３を連続的に且つ一定速
度で搬送する。テンションロール１８は、容器フィルム３を弾性力によって緊張する側へ
引っ張った状態とされており、前記間欠送りロール１４とフィルム受けロール２０との搬
送動作の相違による容器フィルム３の撓みを防止して容器フィルム３を常時緊張状態に保
持する。
【００３８】
　ガイドロール１９とフィルム受けロール２０との間には、容器フィルム３の搬送経路に
沿って、錠剤充填装置２１が配設されている。錠剤充填装置２１は、ポケット部２に錠剤
５を自動的に充填する充填手段としての機能を有する。錠剤充填装置２１は、フィルム受
けロール２０による容器フィルム３の搬送動作と同期して、所定間隔毎にシャッタを開く
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ことで錠剤５を落下させるものであり、このシャッタ開放動作に伴って各ポケット部２に
錠剤５が充填される。
【００３９】
　錠剤充填装置２１とフィルム受けロール２０との間には、容器フィルム３の搬送経路に
沿って、検査装置２２が配設されている。この検査装置２２は、例えば錠剤５が各ポケッ
ト部２に確実に充填されているか否か、錠剤５の異常の有無、ポケット部２への異物混入
の有無など、主として錠剤不良に関する検査を行うためのものである。
【００４０】
　一方、帯状に形成されたカバーフィルム４の原反は、最上流側においてロール状に巻回
されている。
【００４１】
　ロール状に巻回されたカバーフィルム４の引出し端は、ガイドロール２４によって加熱
ロール２５の方へと案内されている。加熱ロール２５は、前記フィルム受けロール２０に
圧接可能となっており、両ロール２０，２５間に容器フィルム３及びカバーフィルム４が
送り込まれるようになっている。そして、容器フィルム３及びカバーフィルム４が、両ロ
ール２０，２５間を加熱圧接状態で通過することで、容器フィルム３にカバーフィルム４
が貼着され、ポケット部２がカバーフィルム４で塞がれる。これにより、錠剤５が各ポケ
ット部２に充填されたＰＴＰフィルム６が製造されるようになっている。尚、加熱ロール
２５の表面には、シール用の網目状の微細な凸条部２５Ａ（図５参照）が形成されており
、これが強く圧接することで、カバーフィルム４にシール目が形成され、強固なシールが
実現されるようになっている。フィルム受けロール２０及び加熱ロール２５により本実施
形態における取着手段が構成される。
【００４２】
　フィルム受けロール２０から送り出されたＰＴＰフィルム６は、テンションロール２７
及び間欠送りロール２８の順に掛装されている。間欠送りロール２８は、間欠的に回転す
るモータに連結されているため、ＰＴＰフィルム６を間欠的に搬送する。テンションロー
ル２７は、ＰＴＰフィルム６を弾性力によって緊張する側へ引っ張った状態とされており
、前記フィルム受けロール２０と間欠送りロール２８との搬送動作の相違によるＰＴＰフ
ィルム６の撓みを防止してＰＴＰフィルム６を常時緊張状態に保持する。
【００４３】
　フィルム受けロール２０とテンションロール２７との間には、ＰＴＰフィルム６の搬送
経路に沿って、検査装置２９が配設されている。この検査装置２９は、主としてカバーフ
ィルム４における亀裂や破断等の破損についての検査を行う。
【００４４】
　間欠送りロール２８から送り出されたＰＴＰフィルム６は、テンションロール３１及び
間欠送りロール３２の順に掛装されている。間欠送りロール３２は、間欠的に回転するモ
ータに連結されているため、ＰＴＰフィルム６を間欠的に搬送する。テンションロール３
１は、ＰＴＰフィルム６を弾性力によって緊張する側へ引っ張った状態とされており、前
記間欠送りロール２８，３２間でのＰＴＰフィルム６の撓みを防止する。
【００４５】
　間欠送りロール２８とテンションロール３１との間には、ＰＴＰフィルム６の搬送経路
に沿って、スリット形成装置３３及び刻印装置３４が順に配設されている。スリット形成
装置３３は、ＰＴＰフィルム６の所定位置に切離用スリットを形成する機能を有する。ま
た、刻印装置３４はＰＴＰフィルム６の所定位置（例えばタグ部）に刻印を付す機能を有
する。
【００４６】
　間欠送りロール３２から送り出されたＰＴＰフィルム６は、その下流側においてテンシ
ョンロール３５及び連続送りロール３６の順に掛装されている。間欠送りロール３２とテ
ンションロール３５との間には、ＰＴＰフィルム６の搬送経路に沿って、シート打抜装置
３７が配設されている。シート打抜装置３７は、ＰＴＰフィルム６をＰＴＰシート１単位
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にその外縁を打抜くシート打抜手段としての機能を有する。
【００４７】
　シート打抜装置３７によって打抜かれたＰＴＰシート１は、取出しコンベア３９によっ
て搬送され、完成品用ホッパ４０に一旦貯留される。なお、上記各検査装置２２，２９に
よって不良品と判定された場合、その不良品と判定されたＰＴＰシート１は、図示しない
排出手段としての不良シート排出機構によって別途排出される。
【００４８】
　前記連続送りロール３６の下流側には、裁断装置４１が配設されている。そして、シー
ト打抜装置３７による打抜き後に帯状に残った残材部（スクラップ部）を構成する不要フ
ィルム部４２は、前記テンションロール３５及び連続送りロール３６に案内された後、裁
断装置４１に導かれる。尚、前記連続送りロール３６は従動ロールが圧接されており、前
記不要フィルム部４２を挟持しながら搬送動作を行う。裁断装置４１は、不要フィルム部
４２を所定寸法に裁断しスクラップ処理する機能を有する。このスクラップはスクラップ
用ホッパ４３に貯留された後、別途廃棄処理される。
【００４９】
　尚、上記各ロール１４，２０，２８，３１，３２などは、そのロール表面とポケット部
２とが対向する位置関係となっているが、各ロール１４等の表面には、ポケット部２が収
容される凹部が形成されているため、ポケット部２が潰れてしまうことがない。また、ポ
ケット部２が各ロール１４等の凹部に収容されながら送り動作が行われることで、間欠送
り動作や連続送り動作が確実に行われる。
【００５０】
　ＰＴＰ包装機１０の概略は以上のとおりであるが、以下に上記検査装置２９の構成につ
いて図面を参照してより詳しく説明する。図４は、検査装置２９の電気的構成を示すブロ
ック図である。
【００５１】
　図４に示すように、検査装置２９は、照明手段としての照明装置５２、ポケット部側照
明手段としてのポケット部側照明装置５３、マスク５４、導光手段としての光ファイバ５
５、撮像手段及び反射光撮像手段としてのカメラ５６、画像処理手段としての画像処理装
置５７、出力手段としてのモニタ５８、及び、入力手段としてのキーボード５９等を備え
ている。
【００５２】
　本実施形態における照明装置５２は、カバーフィルム４側に配置されており、カバーフ
ィルム４側からＰＴＰフィルム６における所定の検査領域に対し所定の光を照射する（図
３，７参照）。また、本実施形態において、照明装置５２は、ＰＴＰフィルム６の直近傍
に配置されており、照明装置５２とＰＴＰフィルム６との間隔Ｋが５ｍｍ以下とされてい
る（図７参照）。尚、前記検査領域は、該領域内にＰＴＰフィルム６において１のＰＴＰ
シート１を得る際に打抜かれる部位に対応するシート対応部位ＳＲが少なくとも１つ含ま
れるように設定される。また、本実施形態において、シート対応部位ＳＲは、実際に得ら
れるＰＴＰシート１よりも一回り大きなものとされている。
【００５３】
　さらに、図６に示すように、照明装置５２は、ＬＥＤ実装基板６１と、これを覆う拡散
板６２を有しており、面発光可能に構成されている。
【００５４】
　ＬＥＤ実装基板６１には、所定の光としての赤外光を照射可能な赤外ＬＥＤ６１Ａ（赤
外光源）が多数配列されている。赤外光は、可視光に比べて透過率が高いため、より精度
の高い検査が可能となる。容器フィルム３として着色（有色）フィルムが採用される場合
があるが、このような場合でも、着色による減光要素を無視しやすくなる。
【００５５】
　ポケット部側照明装置５３は、ＰＴＰフィルム６の容器フィルム３側に配置されており
、近赤外光を照射可能な光源６５、主として平行光を透過させるための平行光フィルタ６
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６、及び、近赤外光用のハーフミラー６７を有している（図３参照）。ポケット部側照明
装置５３において、光源６５から照射された光は、ハーフミラー６７によって反射され、
前記カメラ５６の撮像方向と略同一方向からＰＴＰフィルム６に照射されるように構成さ
れている。すなわち、ポケット部側照明装置５３は、カメラ５６に対して同軸照明が可能
となっている。
【００５６】
　マスク５４は、図７，８に示すように、ＰＴＰフィルム６の幅方向両端縁よりも外側を
覆うようにして設けられている。マスク５４によって、照明装置５２から照射された光が
ＰＴＰフィルム６の幅方向両端縁よりも外側を通り、カメラ５６側に至ることが防止され
ている。
【００５７】
　また、マスク５４のカメラ５６側表面には、観測ポイント５４Ａが設けられている。観
測ポイント５４Ａは、光ファイバ５５により導光された照明装置５２からの光によって、
発光可能とされている。観測ポイント５４Ａは、照明装置５２の発光状態に応じた発光状
態で発光し、照明装置５２に異常があれば、例えば、消灯したり、正常時よりも低い光量
で発光したりする。尚、観測ポイント５４Ａは、カメラ５６による撮像範囲ＣＶ内に設け
られる。また、本実施形態では、光ファイバ５５の導光経路に、観測ポイント５４Ａの光
量を低減するための図示しないフィルタ（例えば、ＮＤフィルタ等）が介在されている。
【００５８】
　次にカメラ５６の構成についてより詳しく説明する。カメラ５６は、ＰＴＰフィルム６
を介して照明装置５２とは反対側にあたる容器フィルム３側（ポケット部２側）に配置さ
れている（図３，７参照）。本実施形態では、カメラ５６として、少なくとも赤外光に感
度のあるＣＣＤカメラが採用されている。勿論、これに限らず、ＣＭＯＳカメラを採用し
てもよい。
【００５９】
　カメラ５６は、照明装置５２から照射された赤外光がＰＴＰフィルム６を照らした際に
、そこを透過した光を二次元撮像する。さらに、カメラ５６は、ポケット部側照明装置５
３が容器フィルム３越しに錠剤５及びカバーフィルム４を照らした際に、錠剤５及びカバ
ーフィルム４から反射した光を二次元撮像する。そして、カメラ５６によって撮像された
画像データは、カメラ５６内部においてデジタル信号（画像信号）に変換された上で、デ
ジタル信号の形で画像処理装置５７に入力されるようになっている。尚、カメラ５６の撮
像範囲ＣＶは、少なくともＰＴＰシート１一枚分（本実施形態では、複数枚分）を収める
ことができる範囲に設定されている。
【００６０】
　画像処理装置５７は、図４に示すように、カメラ５６に対応する画像メモリ７１、二値
化手段７３、判定用メモリ７４、データメモリ７５、カメラタイミング制御手段７６、並
びに、ＣＰＵ及び入出力インターフェース７７などから構成され、後述するような画像デ
ータの処理やシート不良の判定（検査）等を実施可能となっている。
【００６１】
　カメラ５６で撮像された二次元イメージデータ（輝度画像データ）は、デジタル信号に
変換された後、画像メモリ７１に記憶される。また、イメージデータは、検査時において
、二値化手段７３により二値化された後、再度画像メモリ７１に記憶される。
【００６２】
　ＣＰＵ及び入出力インターフェース７７は、各種処理プログラムを判定用メモリ７４や
データメモリ７５の記憶内容などを使用しつつ実行するとともに、ＰＴＰ包装機１０に制
御信号を送出し又はＰＴＰ包装機１０から動作信号などの各種信号を送受信するためのも
のである。これによって、例えば、ＰＴＰ包装機１０の不良シート排出機構などを制御す
ることができるようになっている。また、ＣＰＵ及び入出力インターフェース７７は、モ
ニタ５８に表示データを送出する機能をも有する。かかる機能により、二値あるいは濃淡
のイメージデータや不良検査結果などを、モニタ５８に表示させることができるようにな
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っている。さらに、ＣＰＵ及び入出力インターフェース７７は、キーボード５９からのデ
ータを入力する機能をも有する。
【００６３】
　データメモリ７５は、イメージデータに関する座標等のデータ、検査結果データ、及び
、該検査結果データを確率統計的に処理した統計データなどを記憶するものである。これ
らの検査結果データや統計データは、ＣＰＵ及び入出力インターフェース７７の制御に基
づき、適宜モニタ５８に表示させることができる。また、これらの検査結果データや統計
データに基づいてＣＰＵ及び入出力インターフェース７７がＰＴＰ包装機１０に制御信号
を送出することもできる。
【００６４】
　さらに、本実施形態において、データメモリ７５には、検査装置２９により検査される
状態の（本実施形態では、上下方向に搬送される状態の）ＰＴＰフィルム６における、錠
剤５の二次元的な位置に対するポケット部２の二次元的な位置に関するデータが予め記憶
されている。また、データメモリ７５には、ポケット部２とＰＴＰシート１との位置関係
に関するデータも予め記憶されている。これらデータを用いることで、錠剤５の位置に基
づき、ＰＴＰフィルム６におけるポケット部２の位置、ひいては、ＰＴＰフィルム６にお
ける前記シート対応部位ＳＲの位置をほぼ正確に特定できるようになっている。
【００６５】
　カメラタイミング制御手段７６は、カメラ５６が撮像するイメージデータを、画像メモ
リ７１に取り込むタイミングを制御するものである。かかるタイミングはＰＴＰ包装機１
０に設けられた図示しないエンコーダからの信号に基づいて制御され、ＰＴＰフィルム６
を所定量送るごとにカメラ５６による撮像が行われる。
【００６６】
　次に検査装置２９によって行われるシート対応部位ＳＲの特定手順について図９のフロ
ーチャートを参照して説明する。
【００６７】
　まず、ステップＳ１において、ＰＴＰフィルム６に対しポケット部側照明装置５３から
赤外光を照射して、当該赤外光の照射されたＰＴＰフィルム６をカメラ５６により撮像す
る（第一撮像処理）。これにより、ＰＴＰフィルム６の輝度画像データが取得される。取
得した輝度画像データは、上記のとおり、デジタル信号に変換された後、画像メモリ７１
に記憶される。
【００６８】
　次いで、ステップＳ２において、取得された輝度画像データに基づき、二値化手段７３
によって二値化画像データを作成し、これを再び画像メモリ７１に記憶させる（二値化処
理）。より詳しくは、所定の閾値δ０以上を「１（明）」、閾値δ０未満を「０（暗）」
として、輝度画像データが二値化画像データに変換される。得られた二値化画像データに
おいては、基本的に、錠剤５の存在する部位が「０（暗）」となり、これを除いた部位が
「１（明）」となる。
【００６９】
　次に、ステップＳ３において、画像メモリ７１に記憶された二値化画像データに対して
錠剤位置特定処理を実行する。錠剤位置特定処理では、二値化画像データにおける各錠剤
５の位置座標をそれぞれ特定するとともに、特定された位置座標の平均を算出する。
【００７０】
　その後、ステップＳ４において、シート対応部位特定処理が行われる。すなわち、デー
タメモリ７５に記憶された、錠剤５の二次元的な位置に対するポケット部２の二次元的な
位置に関するデータを用いて、ステップＳ４で特定された錠剤５の位置座標の平均から、
ＰＴＰフィルム６におけるポケット部２の位置を特定する。そして、データメモリ７５に
記憶された、ポケット部２とＰＴＰシート１との位置関係に関するデータを用いて、特定
されたポケット部２の位置から、ＰＴＰフィルム６におけるシート対応部位ＳＲを特定す
る。尚、特定されたシート対応部位ＳＲに関する位置情報は、データメモリ７５に記憶さ
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れる。シート対応部位ＳＲを特定する検査装置２９の機能により、シート対応部位特定手
段が構成される。
【００７１】
　次いで、検査装置２９によって行われるシート不良に関する検査の手順について図１０
のフローチャート等を参照して説明する。
【００７２】
　まず、ステップＳ１１において、ポケット部側照明装置５３からＰＴＰフィルム６に対
する光の照射を禁止する処理（ポケット部側照射禁止処理）を行う。
【００７３】
　次いで、ステップＳ１２において、ＰＴＰフィルム６に対し照明装置５２から赤外光を
照射して、当該赤外光の照射されたＰＴＰフィルム６をカメラ５６により撮像する（第二
撮像処理）。これにより、ＰＴＰフィルム６の輝度画像データが取得される。取得した輝
度画像データは、デジタル信号に変換された後、画像メモリ７１に記憶される。
【００７４】
　輝度画像データが取得されると、ステップＳ１３において、二値化手段７３によって二
値化画像データを形成し、再び画像メモリ７１に記憶させる（二値化処理）。より詳しく
は、所定の閾値δ１以上を「１（明）」、閾値δ１未満を「０（暗）」として、輝度画像
データが二値化画像データに変換される。尚、ＰＴＰフィルム６のうちカバーフィルム４
に亀裂等の破損が存在しない部位では、光が透過せず、暗く映る。一方で、図１１（ａ）
，（ｂ）に示すように、ＰＴＰフィルム６のうちカバーフィルム４に亀裂等の破損が存在
する部位では、光が透過するため、結果的に明るく映る。従って、カバーフィルム４に破
損が生じている部位が「１（明）」となり、これを除いた正常な部位が「０（暗）」とな
る二値化画像データが取得される。また、二値化画像データにおいて、照明装置５２が正
常であれば、観測ポイント５４Ａに当たる部位は「１（明）」となり、一方で、照明装置
５２に光量低下等の異常があれば、観測ポイント５４Ａに当たる部位は「０（暗）」とな
る。
【００７５】
　次いで、ステップＳ１４において、二値化画像データの観測ポイント５４Ａに当たる部
位の状態に基づいて、照明装置５２における異常の有無を検出する。本実施形態では、観
測ポイント５４Ａに当たる部位が「０（暗）」である場合には、照明装置５２に異常が発
生しているものと判定され、ステップＳ１５に移行する。一方で、観測ポイント５４Ａに
当たる部位が「１（明）」である場合には、照明装置５２が正常であると判定し、ステッ
プＳ１６に移行する。観測ポイント５４Ａに当たる部位の発光状態に基づき、照明装置５
２における異常を検出する検査装置２９の機能により、照明異常検出手段が構成される。
【００７６】
　ステップＳ１５では、照明不良対応処理が実行される。本実施形態では、例えば、モニ
タ５８に照明装置５２に異常が生じた旨の表示がなされるとともに、音声などにより異常
の発生が報知される。尚、異常の報知とともに、ＰＴＰ包装機１０の動作を緊急停止する
こととしてもよい。
【００７７】
　照明装置５２が正常であると判定された場合には、ステップＳ１６において、画像メモ
リ７１に記憶された二値化画像データに基づき、ＰＴＰフィルム６において不良領域（亀
裂等の発生部位）が存在するか否かを判定するとともに、不良領域が存在する場合には、
不良領域の位置座標を特定する。本実施形態では、二値化画像データに存在する「１（明
）」の部分が１ドットであっても、当該「１（明）」の部分が不良領域として判定される
とともに、当該不良領域の位置座標が特定される。
【００７８】
　続くステップＳ１７では、不良領域の有無に関する情報及び不良領域の位置座標に関す
る情報と、データメモリ７５に記憶されたシート対応部位ＳＲに関する情報とに基づき、
シート対応部位ＳＲに不良領域が存在するか否かが特定される。
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【００７９】
　ここで、シート対応部位ＳＲを示す座標の範囲内に、不良領域の位置座標が存在する場
合には、ステップＳ１８へ移行し、不良判定を行う。尚、不良判定された場合には、不良
判定されたシート判定部位ＳＲを特定可能な情報を含む信号をＰＴＰ包装機１０へと送信
する。前記信号を受信したＰＴＰ包装機１０は、ＰＴＰシート１の打抜後において、不良
判定されたシート判定部位ＳＲに対応するＰＴＰシート１を不良シート排出機構によって
排出する。
【００８０】
　一方で、少なくともシート対応部位ＳＲを示す座標の範囲内に不良領域の位置座標が存
在しない場合（不良領域が存在していない場合を含む）には、ステップＳ１９へ移行し、
良品判定を行う。
【００８１】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、ＰＴＰシート１を透過する光に基づいて、
カバーフィルム４における亀裂等の破損が検査される。従って、反射光を利用する場合と
比べて、カメラ５６により得られた画像データには、破損の有無に伴う相違が生じやすく
なる。その結果、カバーフィルム４における破損を精度よく検出することができる。
【００８２】
　さらに、ＰＴＰフィルム６に対し、ポケット部２の形成された容器フィルム３側ではな
く、平坦状に形成されたカバーフィルム４側へと光が照射される。従って、ポケット部２
や錠剤５による照射光の遮断や拡散が生じることはなく、カバーフィルム４へとムラのな
い均一な光を照射することができる。加えて、照明装置５２がカバーフィルム４の直近傍
に配置されているため、カバーフィルム４に対しより強い光を照射することができる。こ
れらが相俟って、カバーフィルム４の破損が微小なものであっても、破損部位を介してカ
メラ５６へと光が至りやすくなる。その結果、カバーフィルム４における破損の検査精度
を飛躍的に向上させることができる。特に本実施形態では、従来困難であったシール目〔
加熱ロール２５の凸条部２５Ａにより形成される格子状（網目状）の線〕に沿った極めて
微細な亀裂等についても検出することが可能となる。
【００８３】
　また、検査に先立ってＰＴＰフィルム６におけるシート対応部位ＳＲが特定され、検査
時には、シート対応部位ＳＲにおいてカバーフィルム４に亀裂等が存在するか否かが特定
される。そのため、検査時の特定結果を利用することで、最終的に得られたＰＴＰシート
１において、カバーフィルム４に破損が存在するか否かを正確に把握することができる。
その結果、カバーフィルム４における破損が検出されたＰＴＰシート１のみに対して適切
な処理を行うことができ、歩留まりや生産性の向上を図ることができる。
【００８４】
　加えて、撮像手段及び反射光撮像手段が共通のカメラ５６により構成されているため、
検査装置２９の簡素化や製造コストの増大抑制を図ることができる。
【００８５】
　さらに、透過光を撮像する際には、ポケット部側照明装置５３からＰＴＰフィルム６に
対する光の照射が禁止されるため、カメラ５６により得られる画像データにおいて、カバ
ーフィルム４における破損の有無に伴う相違をより明確に生じさせることができる。その
結果、検査精度をより一層向上させることができる。
【００８６】
　また、本実施形態では、画像データ中の観測ポイント５４Ａに当たる部位の発光状態に
基づき、照明装置５２の発光状態を毎検査時に把握することができる。従って、照明装置
５２における異常をより確実に、かつ、より早期に検出することができ、検査の信頼性を
より確実に担保することができる。さらに、破損に関する検査と合わせて、照明装置５２
における異常検出を行うことができるため、異常検出を効率よく行うことができる。
【００８７】
　加えて、光ファイバ５５の導光経路に設けられた前記フィルタによって、観測ポイント
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５４Ａの光量を抑えることができるため、観測ポイント５４Ａにおいて、照明装置５２の
光量の違いに応じた差異をより明確に表すことができる。従って、照明装置５２における
異常の検出精度を一層向上させることができる。
【００８８】
　尚、上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。勿論、
以下において例示しない他の応用例、変更例も当然可能である。
【００８９】
　（ａ）上記実施形態では、内容物が錠剤５である場合について具体化しているが、内容
物の種別、形状等については特に限定されるものではなく、例えば食品や電子部品等、内
容物が錠剤５とは異なるものであってもよい。
【００９０】
　（ｂ）上記実施形態では、容器フィルム３がＰＰやＰＶＣ等の無色透明の熱可塑性樹脂
材料により形成され、カバーフィルム４がアルミニウム箔等を基材として形成されている
が、各フィルム３，４の材料は、これらに限定されるものではなく、他の材質のものを採
用してもよい。
【００９１】
　例えば容器フィルム３に関しては、透明又は半透明なフィルムであればよく、他の素材
により形成されたものであってもよい。また、無色透明の容器フィルム３に限らず、赤色
透明などの有色透明のフィルムを採用してもよい。
【００９２】
　（ｃ）上記実施形態では、ＰＴＰシート１に対し赤外光を照射する構成となっているが
、照射光はこれに限定されるものではない。例えば近赤外光や可視光を照射する構成とし
てもよい。
【００９３】
　（ｄ）上記実施形態では、透過光を用いた検査を行う際に、ポケット部側照明装置５３
からの光の照射が禁止されるように構成されているが、ポケット部側照明装置５３からの
光の照射を禁止しなくてもよい。この場合、照明装置５２及びポケット部側照明装置５３
において、照射する光の波長や光量等をそれぞれ異なるものとしていれば、検査を問題な
く行うことができる。
【００９４】
　（ｅ）上記実施形態では、ＰＴＰフィルム６が上下方向に沿って搬送される過程におい
て、検査装置２９による検査が行われる構成となっているが、検査装置２９による検査位
置はこれに限定されるものではない。
【００９５】
　例えばＰＴＰフィルム６が水平方向に搬送される位置や、斜めに搬送される位置に対応
して検査装置２９を配置した構成としてもよい。
【００９６】
　（ｆ）上記実施形態では、撮像手段及び反射光撮像手段として共通のカメラ５６が用い
られているが、各手段に対し別々のカメラを用いてもよい。
【００９７】
　（ｇ）ＰＴＰシート１におけるポケット部２の配列や個数に関しては、上記実施形態（
２列、１０個）に何ら限定されるものではなく、例えば３列１２個のポケット部を有する
タイプをはじめ、様々な配列、個数からなるＰＴＰシートを採用することができる。
【００９８】
　（ｈ）上記実施形態において、ＰＴＰフィルム６は、その幅方向に沿って１シート分に
対応する数のポケット部２が配列された構成となっているが、これに限定されるものでは
なく、例えば、その幅方向に沿って複数シート分に対応する数のポケット部２が配列され
た構成であってもよい。
【００９９】
　（ｉ）上記実施形態では、一度のシート対応部位特定処理において、１のシート対応部
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Ｒにおける破損の有無が特定されるように構成されている。これに対し、一度のシート対
応部位特定処理において、複数のシート対応部位ＳＲを特定するとともに、一度の検査処
理において、特定された複数のシート対応部位ＳＲにおける破損の有無をそれぞれ特定す
るように構成してもよい。
【０１００】
　（ｊ）上記実施形態では、二値化画像データにおいて不良部分（明の部分）が１ドット
でも存在していれば、当該部分は不良領域として判定されるように構成されているが、不
良領域の判定手法はこれに限定されるものではない。従って、例えば、不良部分の面積（
ドット数）を算出し、当該算出された面積によって不良領域として判定するか否かを決定
してもよい。また、例えば、不良部分の長さなどを基に判定を行う構成としてもよい。
【０１０１】
　（ｋ）上記実施形態では、二値化画像に基づき、ＰＴＰフィルム６の検査処理やシート
対応部位ＳＲの特定処理、照明装置５２の異常検出処理が行われているが、カメラ５６に
より得られた輝度画像データ（つまり、輝度値）に基づいて、前記検査処理等を行うこと
としてもよい。また、この場合、観測ポイント５４Ａにおける発光状態の良否を判定する
ための輝度閾値と、カバーフィルム４における良否を判定するための輝度閾値とを同一と
してもよいし、異なるものとしてもよい。さらに、輝度閾値を複数設けることとしてもよ
い。
【０１０２】
　（ｌ）上記実施形態では、照明不良対応処理（Ｓ１５）において、照明装置５２に異常
が生じている旨が報知されるように構成されているが、これに代えて又は加えて、その他
の処理を実行するように構成してもよい。例えば、ＣＰＵ及び入出力インターフェース７
７により照明装置５２を制御可能とし、照明装置５２において異常が検出されたときに、
照明装置５２における異常状態を解消するための処理を実行するように構成してもよい。
具体的には、照明装置５２における光量低下を検出した場合には、照明装置５２の光量を
正常範囲まで増大させ、照明装置５２における光量増大を検出した場合には、照明装置５
２の光量を正常範囲まで低下させるなどの処理を行うように構成してもよい。
【０１０３】
　（ｍ）上記実施形態では、ポケット部側照明装置５３から赤外光を照射し得られた画像
データに基づき、シート対応部位ＳＲの特定処理のみが行われるように構成されているが
、得られた画像データに基づき、容器フィルム３に対するカバーフィルム４の取着不良や
カバーフィルム４におけるしわ、両フィルム３，４間に対する異物の混入等の検査を合わ
せて行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　１…ＰＴＰシート、２…ポケット部、３…容器フィルム、４…カバーフィルム、５…錠
剤（内容物）、６…ＰＴＰフィルム、１０…ＰＴＰ包装機、２９…検査装置、５２…照明
装置（照明手段）、５３…ポケット部側照明装置（ポケット部側照明手段）、５６…カメ
ラ（撮像手段、反射光撮像手段）、５７…画像処理装置（画像処理手段）、ＣＶ…検査領
域、ＳＲ…シート対応部位。



(15) JP 6040197 B2 2016.12.7

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(16) JP 6040197 B2 2016.12.7

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】



(17) JP 6040197 B2 2016.12.7

【図１２】



(18) JP 6040197 B2 2016.12.7

10

フロントページの続き

    審査官  小野寺　麻美子

(56)参考文献  特開２００１－０４１８９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０３６５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１６３９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１５３５３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２１／８４　　　　－　　　　Ｇ０１Ｎ　　２１／９５８
              Ｂ６５Ｂ　　５７／００　　　　－　　　　Ｂ６５Ｂ　　５７／２０
              Ｂ６５Ｂ　　　９／００　　　　－　　　　Ｂ６５Ｂ　　　９／２４
              Ｂ６５Ｂ　　４７／００　　　　－　　　　Ｂ６５Ｂ　　４７／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

